
 

「管理組合規約」改正履歴一覧表 
 

 
改正年月日 
期・総会 

改正条項 旧条文 新条文 

H29.9.24 

第 39 期 

通常総会 

第 12条 

（専有部分の用

途）変更 

第 12条（専有部分の用途） 

区分所有者は、その専有部分を専ら住宅 

として使用するものとし、他の用途に供 

してはならない。 

2（新設） 

 
 

第 12条（専有部分の用途） 

区分所有者は、その専有部分を専ら住宅 

として使用するものとし、他の用途に供 

してはならない。 

2 区分所有者は、対価を徴収して第三者を

その専有部分に宿泊又は滞在させてはなら

ない。 

2022.9.18 

第 44 期 

通常総会 

第 36 条 

一部改定 

第 36 条（役員） 

 管理組合に次の役員を置く。 

一 理事長 

二 副理事長 ２名 

三 会計担当理事 ２名 

四 書記担当理事 ２名 

五 理事（理事長、副理事長、会計担当理

事、書記担当理事を含む。以下同じ。）  

１４名 

六 監事 ２名 

2 理事及び監事はメゾン和光台に現に居

住する組合員、組合員の配偶者及び一親等

内の親族の内から、総会で選任する。 

第 36条（役員） 

 管理組合に次の役員を置く。 

一 理事長 

二 副理事長 ２名 

三 会計担当理事 ２名 

四 書記担当理事 ２名 

五 理事（理事長、副理事長、会計担当理

事、書記担当理事を含む。以下同じ。）  

７名以上１４名以内 

六 監事 ２名 

２ 理事及び監事はメゾン和光台の組合員、

組合員の配偶者及び一親等内の親族の内か

ら、総会で選任する。 

第 76 条 

新設 

 第 76条（文書管理） 

 管理組合は、管理規約原本、総会議事録、

総会議案書その他の文書を適正に整理し、

必要な期間保管するものとする。 

２ 対象文書の管理に係る事項は、理事会

の定める方法により行う。 

３ 対象文書の保管期間は、各文書に対し

別表に基づき設定する。 

 

 

 

 

 










































































